構造設備の概要一覧表

	薬局の名称
	

	1 薬局の概要
	別紙図面のとおり

	2 薬局全体の面積
	㎡

	3 貯蔵設備
	冷暗貯蔵のための設備
	別紙のとおり

	4 
	鍵のかかる貯蔵設備
	別紙のとおり

	5 
	放射性医薬品の貯蔵室
	· 放射性医薬品を取り扱わない、又は厚生労働大臣が定める数量若しくは濃度以下の放射性医薬品のみを取り扱うため、設備がない。

· 別紙のとおり

	6 
	貯蔵設備を設ける区域
	· 別紙のとおり

· 貯蔵設備は設けない。

	7 調剤室
	面積
	㎡

	
	医薬品を購入等しようとする者等が進入することができないような措置
	· カウンター

· その他



	
	薬剤師不在時間がある場合、調剤室を閉鎖することができる構造
	· 施錠
· シャッター
· パーティション
· その他

· 薬剤師不在時間はない。

	
	無菌調剤室
	· 設置する
· 設置しない

· 共同利用契約先薬局の名称及び所在地



	8 一般用医薬品の陳列に係る構造等
	一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖することができる構造
	· シャッター

· パーティション

· チェーン

· その他

· 営業時間中は、常に、一般用医薬品を販売し、又は授与する。

· 一般用医薬品を販売し、又は授与しない。

	
	第一類医薬品
	第一類医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖することができる構造
	· シャッター

· パーティション

· チェーン

· その他

· 営業時間中は、常に、第一類医薬品を販売し、又は授与する。
· 第一類医薬品を販売し、又は授与しない。

	
	
	· 第一類医薬品陳列設備から1.2メートル以内に医薬品を購入等しようとする者等が進入できないような措置
　
　　□カウンター　　
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　
· 第一類医薬品を鍵をかけた陳列設備に陳列する。

· 第一類医薬品その他医薬品を購入等する者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する。

□　第一類医薬品を陳列しない。

	
	指定第二類
医薬品
	· 指定第二類医薬品を陳列する陳列設備が、医薬品等の情報を提供するための設備から７メートル以内の範囲にある。

□　指定第二類医薬品陳列設備から1.2メートル以内に医薬品を購入等しようとする者等が進入できないような措置

□カウンター
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）
· 指定第二類医薬品を鍵をかけた陳列設備に陳列する。
· 指定第二類医薬品を陳列しない。

	9 要指導医薬品の陳列に係る構造等
	要指導医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖することができる構造
	· シャッター

· パーティション

· チェーン

· その他

· 営業時間中は、常に、要指導医薬品を販売し、又は授与する。

· 要指導医薬品を販売し、又は授与しない。

	10 
	□　要指導医薬品陳列設備から1.2メートル以内に医薬品を購入等しようとする者等が進入できないような措置
　

　□カウンター
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）


	11 
	· 要指導医薬品を鍵をかけた陳列設備に陳列する。

· 要指導医薬品その他医薬品を購入等する者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する。

· 要指導医薬品を陳列しない。

	12 薬局製造販売医薬品の陳列に係る構造等
	薬局製造医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖することができる構造
	· シャッター

· パーティション

· チェーン

· その他

· 営業時間中は、常に、薬局製造医薬品を販売し、又は授与する。
· 薬局製造医薬品医薬品を販売し、又は授与しない。

	
	□　薬局製造販売医薬品陳列設備から1.2メートル以内に医薬品を購入等しようとする者等が進入できないような措置
· 薬局製造販売医薬品を鍵をかけた陳列設備に陳列する。

· 薬局製造販売医薬品その他医薬品を購入等する者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する。
· 薬局製造販売医薬品を陳列しない。

	13 指定濫用防止医薬品の陳列に係る構造等

	指定濫用防止医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖することができる構造
	· シャッター

· パーティション

· チェーン

· その他

· 営業時間中は、常に、指定濫用防止医薬品を販売し、又は授与する。
· 指定濫用防止医薬品を販売し、又は授与しない。

	14 
	□　指定濫用防止医薬品陳列設備から1.2メートル以内に医薬品を購入等しようとする者等が進入できないような措置

　　□カウンター
　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）


	
	· 指定濫用防止医薬品を鍵をかけた陳列設備に陳列する。

· 指定濫用防止医薬品その他医薬品を購入等する者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する。
· 陳列設備から７メートル以内の範囲に情報提供設備があり、薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を継続的に配置する。
· 指定濫用防止医薬品を陳列しない。

	15 医薬品等の情報提供を行う場所
	要指導医薬品等の情報提供等を行う場所の数
	

	16 
	内訳
	うち、第一類医薬品の情報提供等を行う場所の数
	

	17 
	
	うち、要指導医薬品の情報提供等を行う場所の数
	

	18 調剤に必要な設備及び器具
	　別紙のとおり


